
東京都立東久留米総合校高等学校　部活動に関する活動方針

【活動方針】

学校における部活動の方針 本校の学校経営計画の「文武両道を奨励し、部活動・学校行事

を生徒主体の自律的活動として活性化を図る。国際感覚を醸成

し、国際理解教育を推進する。」を踏まえ以下の方針を掲げ

る。

① 生徒会活動・委員会活動を支援し、生徒自身の自主的・自律

的な活動を更に充実させる。

② 「Sport-Science Promotion Club」の指定を受け、スポーツ

志向を醸成し、体力の向上を図り、競技力向上を推進する。ま

た、部活動外部指導員を積極的に活用し、部活動の活性化と教

職員の負担軽減に努める。

③ 国際交流リーディング校・海外学校間交流推進校として、海

外の高校との交流を図るなど、豊かな国際感覚の育成等、国際

理解教育の充実を図る。

休養日等の設定方針  部活動の活動は、週当たり２日以上の休養日を設ける（平日は

少なくとも１日、週休日は少なくとも１日を休養日とし、休養

日が確保できなかった場合は、他の日に振り替える）。

１日の活動時間は、長くとも学期中の平日は２時間程度とし、

週休日及び長期休業中は３時間程度とする。生徒の土日連続の

部活動実施は、公式戦参加等を除き原則不可とする。

活動計画

設置されている文化部活動名

設置されている運動部活動名

【別紙２】のとおり

吹奏楽部、演劇部、写真部、美術部、イラスト部、茶道部、華

道部、パソコン部、ボランティア部、映画制作部、軽音楽部、

箏曲部、クッキング部、生物部

陸上競技部、男子サッカー部、女子サッカー部、ソフトボール

部、男子硬式テニス部、女子硬式テニス部、女子バレーボール

部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部、バド

ミントン部、卓球部、水泳部、剣道部、ダンス部


